
議案第４号 

 

   大口町自転車等の放置の防止に関する条例の制定について 

 

 大口町自転車等の放置の防止に関する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  平成２４年３月２日提出 

 

大 口 町 長  森     進   

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、公共の場所における自転車等の放置を防止することによ

り、町民の安全及び良好な生活環境を確保するため必要があるからである。 
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   大口町自転車等の放置の防止に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、

町民の安全及び良好な生活環境を確保することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (1) 自転車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第

２条第１項第１１号の２に規定する自転車をいう。 

 (2) 原動機付自転車 法第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車をいう。 

 (3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。 

 (4) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所（自転車駐車場を除

く。）をいう。 

 (5) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。 

 (6) 放置 公共の場所において、自転車等が置かれ、かつ、利用者等が当該自転

車等を離れて直ちにこれを移動させることができない状態をいう。 

 （町長の責務） 

第３条 町長は、この条例の目的を達成するため、公共の場所における自転車等の

放置の防止に必要な施策の実施に努めるものとする。 

 （町民の責務） 

第４条 町民は自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成

するために町長が実施する施策に協力しなければならない。 

 （利用者等の責務） 

第５条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することにより町民の良好な生

活環境を阻害してはならない。 

２ 自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録を受けるとともに、当該自転

車に住所及び氏名を明記するように努めなければならない。 
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３ 利用者等は、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなけ

ればならない。 

 （自転車等小売業者の責務） 

第６条 自転車等の小売を業とする者は、町が実施する施策に積極的に協力しなけ

ればならない。 

 （施設の設置者等の責務） 

第７条 官公署、学校、図書館等公共的施設の設置者及びスーパーマーケット、銀

行、遊技場など自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置又は管理する者は、

当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内

又はその周辺に設置するように努めなければならない。 

 （自転車等放置規制区域の指定） 

第８条 町長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置を規制する必要

があると認める公共の場所を自転車等放置規制区域（以下「放置規制区域」とい

う。）に指定することができる。 

２ 町長は、前項の規定により放置規制区域を指定したときは、これを告示するも

のとする。 

３ 町長は、必要があると認めるときは、放置規制区域を変更することができる。 

４ 第２項の規定は、放置規制区域を変更する場合について準用する。 

 （放置規制区域内における放置自転車等に対する措置） 

第９条 町長は、放置規制区域内において自転車等が放置されているときは、その

利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動する

よう命ずることができる。 

２ 町長は、利用者等が前項の命令に従わないとき、又は放置規制区域内において

自転車等が規則で定める期間放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該利用

者等がいないと認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができ

る。 

 （放置規制区域外における放置自転車等に対する措置） 

第１０条 町長は、放置規制区域外の公共の場所において、この条例の目的を達成
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するため必要があると認められるときは、利用者等に対し、放置された自転車等

を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう警告することができる。 

２ 町長は、前項の警告を受けた利用者等が、なお当該自転車等を規則で定める期

間放置していると認めるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。 

 （保管した自転車等に対する措置） 

第１１条 町長は、前２条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、規則

で定めるところによりその旨を告示するとともに、その保管する自転車等（以下

「保管自転車等」という。）の利用者等の確認に努めなければならない。 

２ 町長は、利用者等の確認ができた保管自転車等については、その利用者等に対

し、速やかに当該自転車等を引き取るべき旨を通知するものとする。 

３ 町長は、第１項の確認に努めたにもかかわらず、又は前項の引き取るべき旨の

通知にもかかわらず、告示の日の翌日から起算して規則で定める期間を経過して

もなお当該保管自転車等を返還することができないときは、当該保管自転車等を

売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、町長は

当該保管自転車等につき、買受人がいないとき又は売却がすることができないと

認められるときは、引き続き保管するものとする。 

４ 第１項の規定による告示の日から起算して規則で定める期間を経過してもなお

保管自転車等（前項の規定により売却して得た代金を含む。以下この項において

同じ。）を返還できないときは、当該保管自転車等の所有権は町に帰属するもの

とし、廃棄等の処分をすることができる。 

５ 町長は、撤去した自転車等のうち事件等に関与の疑いのあるものについて、必

要な手続きにより愛知県江南警察署に保管を移管することができる。 

 （手数料の徴収） 

第１２条 第９条第２項及び第１０条第２項の規定により撤去し、保管自転車等を

返還するときは、当該利用者等から次の各号に掲げる額の手数料を徴収する。 

 (1) 自転車 １，０００円 

 (2) 原動機付自転車 ２，０００円 

２ 町長は、盗難により利用者等の意思によらず当該自転車等が放置されたものと
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認められるときは、前項の手数料の徴収を免除することができる。 

 （関係行政機関等との協議等） 

第１３条 町長は、この条例に基づく施策を実施するため必要があると認めるとき

は、関係行政機関等と協議するとともに、その協力を要請することができる。 

 （委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 



※手数料
1,000 円
2,000 円

告　示
※１４日間

保管自転車等を返還できない

所有権は町に帰属

６月以内に引き取るべき旨

期間経過後は処分する旨

撤去した年月日及び場所　等

買受人がいないとき又は売却がするこ
とができないと認められるときは、引き
続き保管する

返　還　の　申　出

免　除
返還手数料免除申請書
　　警察へ盗難届提出又は盗難によるものと認められる場合

原動機付き自転車
自転車

警察に問い合わせ

売　却

利用者等が引き取りに来ない

保管自転車等を返還すること
ができないときは当該保管自
転車等を売却し、その売却した
代金を保管することができる

返　還

放置自転車等返還申請書の提出

通知書、自転車等の鍵その他当該利用者等であること
を証明できるものにより確認

売却した場合にあっては、売却して得た代金を返還

利用者等が確認できた

14日以内に
自転車等を引き取るべき旨を
通知

放置自転車等への対応の流れ

口頭又は注意札を自転
車等に取り付ける

実施の１４日前

調　査

自転車等駐車場その他の適切
な場所に移動するよう指示

指定及び変更

放置自転車等
の発見通報

放置自転車等
が

移動されない

口頭又は警告札を自転
車等に取り付ける

撤去し、保管

保管台帳の作成

利用者等の確認

愛知県江南警察署に保管を移管

利用者等が確認できない

事件等に関与
の疑い

自転車等駐車場その他の適切
な場所に移動するよう指示

放置規制区域内 放置規制区域以外

放置規制区域の指定・変更を
することとする

指定及び変更の実施日

告示

１４日間

７日２時間

町長が特

に必要と

認める場

合は、こ

の期間を

短縮する

告示の日の

翌日から３月

１４日間

告示の日から

６月

平成２４年２月１５日開催

総務建設常任委員会協議会資料

処　分 廃棄物とみなして処分

－５－


